
号

外

一�
平

成
三
十
年

七

月
十
三
日

目

次

規

則

○
ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

文
化
創
造
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
二
号

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則(

平
成
六
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

第
九
条
第
三
項｣

を｢

第
十
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
十
二

条
第
一
号｣

を｢

第
十
三
条
第
一
号｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

及
び
セ
ミ
ナ
ー
室｣

を
削
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中｢

使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
条
中｢

第
九
条
第
五
項｣

を｢

第
十
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

準
用)

第
十
二
条

第
五
条
及
び
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部

(
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
収
受
を
含
む
場
合
に
限
る
。)

の
停
止
を
命
じ
た
場

合
等
で
、
知
事
が
臨
時
に
文
化
プ
ラ
ザ
の
管
理
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
五
条
の
見
出
し
中｢

利
用
料
金｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料｣

と
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま

で
の
規
定(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

利
用
料
金
の｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料
の｣

と
、｢

指
定
管
理

者｣

と
あ
る
の
は

｢
知
事｣

と
、
第
七
条
中

｢

利
用
料
金
は｣

と
あ
る
の
は

｢

使
用
料
は｣

と
、
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｢
利
用
料
金
延
納
申
請
書｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料
延
納
申
請
書｣

と
、
第
八
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢
利
用
料
金
後
納
の｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料
後
納
の｣

と
、｢

利
用
料
金
後
納
申
請
書｣

と
あ

る
の
は｢
使
用
料
後
納
申
請
書｣

と
、
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
中｢

利
用
料
金
を｣

と
あ
る
の

は｢

使
用
料
を｣

と
、
第
九
条
中｢

利
用
料
金
か
ら｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料
か
ら｣

と
、｢

利
用

料
金
返
還
申
請
書｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料
返
還
申
請
書｣

と
、｢

利
用
料
金
減
免
申
請
書｣

と
あ

る
の
は｢

使
用
料
減
免
申
請
書｣

と
、｢

利
用
料
金
減
免
承
認
書｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料
減
免
承

認
書｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
中｢

第
九
条
第
二
項｣
を｢

第
十
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中｢

使
用
料｣
を｢

利
用
料
金｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

知
事｣

を｢

指
定

管
理
者｣

に
、｢

第
六
条
第
三
項
た
だ
し
書｣

を｢

第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書｣

に
、｢

の
使
用
料｣

を

｢

の
利
用
料
金｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中｢

使
用
料
返
還
申
請
書｣

を｢

利
用
料
金
返

還
申
請
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
六
条
第
四
項｣

を｢

第
七
条
第
四
項｣

に
、｢

使
用
料
の｣

を

｢

利
用
料
金
の｣

に
、｢

使
用
料
減
免
申
請
書｣
を

｢
利
用
料
金
減
免
申
請
書｣

に
、｢

知
事｣

を

｢

指
定
管
理
者｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

知
事｣

を｢
指
定
管
理
者｣

に
、｢

使
用
料
の｣

を｢

利

用
料
金
の｣

に
、｢

使
用
料
減
免
承
認
書｣

を｢

利
用
料
金
減
免
承
認
書｣

に
改
め
、
同
条
を
第
九
条

と
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中｢

使
用
料
後
納｣

を｢

利
用
料
金
後
納｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

知
事｣

を｢

指
定
管
理
者｣

に
、｢

使
用
料
の｣

を｢

利
用
料
金
の｣

に
、｢

使
用
料
後
納｣

を｢

利
用
料
金
後

納｣

に
、｢

使
用
料
を｣

を｢

利
用
料
金
を｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

使
用
料
後
納
申
請
書｣

を

｢

利
用
料
金
後
納
申
請
書｣

に
、｢

知
事｣

を｢

指
定
管
理
者｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

知
事｣

を

｢

指
定
管
理
者｣

に
、｢

使
用
料
を｣

を｢

利
用
料
金
を｣

に
、｢

使
用
料
後
納｣

を｢
利
用
料
金
後
納｣

に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中｢

使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

条
例
第
六
条
第
一

項
の
使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
、｢

使
用
料
延
納
申
請
書｣

を｢

利
用
料
金
延
納
申
請
書｣

に
、

｢

知
事｣

を｢

指
定
管
理
者｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
改
め
、
同

条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

利
用
料
金
の
承
認)

第
六
条

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
利
用
料
金
の
承
認
を
申
請
す

る
と
き
は
、
利
用
料
金
承
認
申
請
書(

別
記
第
三
号
様
式
の
二)

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
一
の
表
映
像
設
備
の
部
三
十
五
ミ
リ
映
写
装
置
の
項
を
削
り
、
同
表
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
部

持
込
器
具
電
源
使
用
料
の
項
中｢

持
込
器
具
電
源
使
用
料｣

を｢

持
込
器
具
電
源｣

に
改
め
、
別
表
二

の
表
持
込
器
具
電
源
使
用
料
の
項
中｢

持
込
器
具
電
源
使
用
料｣

を｢

持
込
器
具
電
源｣

に
改
め
、
別

表
三
の
表
を
削
り
、
別
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考一

こ
の
表
に
掲
げ
る
額
は
、
各
時
間
帯
区
分(

午
前
、
午
後
及
び
夜
間
に
限
る
。)

ご
と
の
額

と
す
る
。

二

時
間
帯
区
分
の
午
前
及
び
午
後
又
は
午
後
及
び
夜
間
に
利
用
す
る
場
合
の
額
は
こ
の
表
に
掲

げ
る
額
に
一
・
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、
時
間
帯
区
分
の
全
日
に
利
用
す
る
場
合
の
額
は
こ
の

表
に
掲
げ
る
額
に
二
・
五
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

三

時
間
帯
区
分
以
外
の
時
間
帯
に
利
用
す
る
場
合
の
額
は
、
三
十
分(

利
用
時
間
に
三
十
分
に

満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
三
十
分
と
し
て
計
算
す
る
。)

に
つ
き
、
こ
の

表
に
掲
げ
る
額
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
百
分
の
百
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

四

前
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨

五
入
す
る
も
の
と
す
る
。

五

一
の
表
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
部
持
込
器
具
電
源
及
び
二
の
表
持
込
器
具
電
源
の
項
に
掲
げ

る
額
は
、
利
用
者
が
持
参
し
た
器
具
の
定
格
消
費
電
力
量
五
〇
〇
ワ
ッ
ト(

定
格
消
費
電
力
量

に
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
と
し
て
計

算
す
る
。)

ご
と
の
額
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
注
、
別
記
第
一
号
様
式
の
二
注
及
び
別
記
第
三
号
様
式
注
中｢と

す
る
｣

を｢､

｢使
用
料
の
｣
と
あ
る
の
は
｢利
用
料
金
の
｣
と
､
｢施
設
使
用
料
｣
と
あ
る
の
は
｢施
設
利
用
料
金
｣

と
､
｢附
属
施
設
設
備
等
使
用
料
｣
と
あ
る
の
は
｢附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣
と
す
る
｣

に
改
め
、

同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
中｢第

６
条
｣

を｢第
７
条
｣

に
、｢使

用
料
延
納
申
請
書
｣

を｢利
用
料
金
延

納
申
請
書
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
指
定
管
理
者
｣

に
、｢使

用
料
の
｣

を

｢利
用
料
金
の
｣

に
、｢施

設
使
用
料
｣

を｢施
設
利
用
料
金
｣

に
、｢附

属
施
設
設
備
等
使
用
料
｣

を

｢附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
知
事
が
文
化
プ
ラ
ザ
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢利
用
料
金
延
納
申
請

書
｣
と
あ
る
の
は
｢使
用
料
延
納
申
請
書
｣
と
､
｢ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
指
定
管
理
者
｣
と
あ

る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
､
｢利
用
料
金
の
｣
と
あ
る
の
は
｢使
用
料
の
｣
と
､
｢施
設
利
用
料

金
｣
と
あ
る
の
は
｢施
設
使
用
料
｣
と
､
｢附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣
と
あ
る
の
は
｢附
属

施
設
設
備
等
使
用
料
｣
と
す
る
｡

別
記
第
四
号
様
式
の
二
中｢第

７
条
｣

を｢第
８
条
｣

に
、｢使

用
料
後
納
申
請
書
｣

を｢利
用
料

金
後
納
申
請
書
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
指
定
管
理
者
｣

に
、｢使
用
料
の
｣

を｢利
用
料
金
の
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
知
事
が
文
化
プ
ラ
ザ
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢利
用
料
金
後
納
申
請

書
｣
と
あ
る
の
は
｢使
用
料
後
納
申
請
書
｣
と
､
｢ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
指
定
管
理
者
｣
と
あ

る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
､
｢利
用
料
金
の
｣
と
あ
る
の
は
｢使
用
料
の
｣
と
す
る
｡

別
記
第
五
号
様
式
中｢第

８
条
｣

を｢第
９
条
｣

に
、｢使

用
料
返
還
申
請
書
｣

を｢利
用
料
金
返

還
申
請
書
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
指
定
管
理
者
｣

に
、｢使

用
料
の
｣

を

｢利
用
料
金
の
｣

に
、｢施

設
使
用
料
｣

を｢施
設
利
用
料
金
｣

に
、｢附

属
施
設
設
備
等
使
用
料
｣

を

｢附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣

に
、｢使

用
料
に
｣

を｢利
用
料
金
に
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
知
事
が
文
化
プ
ラ
ザ
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢利
用
料
金
返
還
申
請

書
｣
と
あ
る
の
は
｢使
用
料
返
還
申
請
書
｣
と
､
｢ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
指
定
管
理
者
｣
と
あ

る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
､
｢利
用
料
金
の
｣
と
あ
る
の
は
｢使
用
料
の
｣
と
､
｢施
設
利
用
料

金
｣
と
あ
る
の
は
｢施
設
使
用
料
｣
と
､
｢附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣
と
あ
る
の
は
｢附
属

施
設
設
備
等
使
用
料
｣
と
､
｢利
用
料
金
に
｣
と
あ
る
の
は
｢使
用
料
に
｣
と
す
る
｡

別
記
第
六
号
様
式
中｢第

８
条
｣

を｢第
９
条
｣

に
、｢使

用
料
減
免
申
請
(承
認
)
書
｣

を｢利

用
料
金
減
免
申
請
(承
認
)
書
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
指
定
管
理
者
｣

に
、｢使

用
料
の
｣

を｢利
用
料
金
の
｣

に
、｢施

設
使
用
料
｣

を｢施
設
利
用
料
金
｣

に
、｢附

属
施

設
設
備
等
使
用
料
｣

を｢附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

注
知
事
が
文
化
プ
ラ
ザ
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢利
用
料
金
減
免
申
請

(承
認
)
書
｣
と
あ
る
の
は
｢使
用
料
減
免
申
請
(承
認
)
書
｣
と
､
｢ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
指

定
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
､
｢利
用
料
金
の
｣
と
あ
る
の
は
｢使
用
料
の
｣

と
､
｢施
設
利
用
料
金
｣
と
あ
る
の
は
｢施
設
使
用
料
｣
と
､
｢附
属
施
設
設
備
等
利
用
料
金
｣
と

あ
る
の
は
｢附
属
施
設
設
備
等
使
用
料
｣
と
す
る
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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